
（様式５） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 
 
審査基準（申請に対する処分関係） 

（新規） 
資料番号 ３９ 担当課 建築住宅課 

法令名 
高齢者の居住の安定確保に関

する法律 
根拠条項 第７条第１項 

許認可等

の内容 

サービス付き高齢者向け住宅

事業の登録及び登録更新の申

請 

（登録の基準等） 

第七条 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、次

条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならない。 

一 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分（賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老人ホームにあっ

ては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。）の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める

規模以上であること。 

二 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備（加齢対応構造等であるものを除く。）が、高齢者の入

居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するもの

であること。 

三 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基準又はこれに準

ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 

四 入居者の資格を、自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者

と同居するその配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下

同じ。）とするものであること。 

五 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービ

スを提供するものであること。 

六 入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。 

イ 書面による契約であること。 

ロ 居住部分が明示された契約であること。 

ハ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、敷金並びに家賃等及び前条第一項第十二号の前払

金（以下「家賃等の前払金」という。）を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約である

こと。 

ニ 家賃等の前払金を受領する場合にあっては、当該家賃等の前払金の算定の基礎及び当該家賃等の

前払金についてサービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合におけ

る当該返還債務の金額の算定方法が明示された契約であること。 

ホ 入居者の入居後、国土交通省令・厚生労働省令で定める一定の期間が経過する日までの間に契約

が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合において、サービス付き高齢者向け住宅事業を

行う者が、国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金

を返還することとなる契約であること。 

ヘ サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が、入居者の病院への入院その他の国土交通省令・厚

生労働省令で定める理由により居住部分を変更し、又はその契約を解約することができないもので

あること。 

 


